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木づかいが 森をはぐくむ 暮らしを変える

林野庁林政部木材利用課長

小島 裕章
１．　はじめに

日本は、国土面積の７割を森林が占める世
界でも有数の森林国です。現在、その４割を
占める人工林の半分以上（面積ベース）が植
えてから50年が経過しており、いわゆる「伐
り時」を迎えています。

本稿では、この人工林を「伐って」「使って」 
「植えて」「育てる」というサイクルを維持・
活性化させていくことの重要性、特に、その
ための木材利用の意義や最近の動きなどにつ
いてご紹介します。

２．　日本の森林の状況

日本の森林は、戦中・戦後に多く伐採され、
その跡地に一斉に植林が施されたこと等によ
り、図１のグラフが示すように、半分程度の
森林が50年生を超えている状況です。森林
資源を循環的かつ持続的に利用していくため
には、「伐って」「使って」「植えて」「育て」、
若返りを図っていく必要があります。

国が所有する山林面積は限られ、人工林
の78%ほどは私有林となっています。つまり、
その所有者の方々にとって、伐って、更に
植えるというメリットがなければ、森林の若

返りを進めることはできません。伐ることに
よって収益が上がることに加え、伐採跡地に
植え、必要な下刈りや間伐といった手入れを
適切に行えば将来的に再び伐採して良い価格
で売れることが見通せることが重要となりま
す。このためにも、木材の利用を促進し、現
在そして将来の木材需要を確保していく必要
があると考えます。

３．　木材を利用する意義

（１）森林の公益的機能の発揮への貢献
森林資源を持続的に利用する、図２に示す

ような「伐って」「使って」「植えて」「育てる」
サイクルは、森林の多面的な機能を持続的に
発揮させるという効果を有しています。伐採
後に植栽された木に適切に手入れがされるこ
とによって健全な森林が育ち、土砂災害を防
止する、水を涵養するといった機能を適切に
発揮させることにつながるのです。

（２）カーボンニュートラルへの貢献
カーボンニュートラルの実現のためには、

図１　人工林の齢級別面積

図２　森林・林業・木材産業による「グリーン成長」

日本の人工林の半数が「本格的な利用期」を迎える中、「伐（き）って、 
使って、植えて、育てる」といった森林資源の循環利用推進のため、林
野庁が行っている様々な木材利用の取組について、小島木材利用課長か
らご寄稿いただきましたので、ご紹介します。
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木々が成長過程で光合成を行うことにより二
酸化炭素を吸収し、固定する営みが重要です。
木は、旺盛な成長過程にある20-30年生が最も
よく二酸化炭素を吸収します。すなわち、森林
の若返りを図ることは、二酸化炭素をよく吸収
する森林を育てるということでもあるのです。

さらに、木材は、他の資材に比べて製造時
に必要な化石燃料の使用量が少なくて済むと
ともに、建築物や家具などとして利用している
間は炭素を固定し続けるため、炭素の排出を
抑制することになります。仮に利用を終えた木
材を燃やして処分したとしても、排出される
二酸化炭素は伐採後に植えて育てた木が吸収
してくれるとみなせることから、木材はカーボ
ンニュートラルな資材といえます（図３参照）。

（３）木材利用の効果
木材を使うことは、森林を含む自然環境の

保全や脱炭素を通じた地球温暖化防止など
の環境面に効果があるばかりでなく、内装を
木質化した建築物などの利用者にとって精神
面や身体面で良い効果を与えるというデータも 
あります（参
考 １、２ を 
参照）。

また、疲労
感を緩和す
る効果、モチ
ベーションを
高める効果、
作業性や業
務効率を高
める効果な 
どのデータ 
も示される 
ようになって
きています。

さら に、
医 療 機関で 
木質化をした  
場合に、看護 
師の募集で多
くの応募申し
込みがあった
という事例や、
カフェにおい
て 木 質 化し
た空間は、非
木質化空間よ
りも利用者が
多くなり商業
上のメリット 
につながったとの調査事例も確認できています。 
林野庁としても、このような、木材利用の効果
の見える化を支援しています。

４．　「木づかい運動」の促進

健全な森林の育成やカーボンニュートラル 
などに貢献する木材利用を進めるため、林野 
庁としては、木の良さや木材利用の意義に関 
する普及啓発を行う「木づかい運動」を、国
民運動として促進しています。特に近年は、 
身近なものを木に変えるといった行動を

「ウッド・チェンジ」＊と呼び、「ウッド・チェ
ンジ」を合言葉として用いながら、例えば、
以下の取組の支援などを行っています。
＊ ウッド・チェンジ：身近なものを木に変える、木
を暮らしに取り入れる、建築物を木造化・木質化
するなどの木材利用を通じ、持続可能な社会にチェ
ンジする行動を指す。

（１） 木の良さや価値を再発見させる建築物、
木製品や取組などの顕彰

（一社）日本ウッドデザイン協会が運営して 
いる「ウッドデザイン賞」は、今年度で８回
目を迎えます。これまでに 1,500 点を超える
入賞があり、次の公式サイトから過去の受賞
作品をご覧いただけます。木材を使うことに
対する古いイメージを払拭する、デザイン性
に優れた建築物、木製品や取組を
評価する賞です。令和４年度から
従来の農林水産大臣賞に加え、経
済産業省、国土交通省及び環境省

参考１

参考２
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の各大臣賞が新たに設けられました。

また、「木材利用優良施設等コンクール」は、
建築物における木材利用を推進するために平
成５年に開始され、平成 30 年からは内閣総
理大臣賞も設けられています。

建築に関する技術面や環境面での新規性や
材料調達に係る工夫等を評価する賞です。令
和４年度からは、従来の内閣総理大臣賞や農
林水産省、国土交通省及び環境省の各大臣賞
に加え、新たに文部科学大臣賞が設けられま
した。

（２）デジタル技術を活用した情報発信
楽天株式会社は、「楽天市場」内に国産材特

設サイトを立ち上げ、日本の森林をはぐくむ
木材利用の意義を紹介する動画やコラム等に
よる情報発信を行うとともに、国産材を用い
た製品の消費を促す取組などを行っています。

（３）木育（もくいく）
木材利用を促進するに当たっては、木に「触

れる」体験と木を使う意義を「知る・学ぶ」
を掛け合わせた取組としての「木育」が重要
だと考えています。林野庁としても、この一
環として、例えば、認定 NPO 法人芸術と遊
び創造協会が主催する「木育サミット」や、
特定非営利活動法人木育・木づかいネットが
主催する「木育・森育学会」といった木育の
関係者のネットワーク化を促す取組や、小中
学校における木育の実践等に対する支援を
行っています。こうした取組を通じ、より幅
広い世代・層の方々が木材利用に関心を持っ
てくれることを期待しています。

５．　都市（まち）の木造化推進法の改正

昨年６月、平成 22 年に制定された「公共
建築物等における木材の利用の促進に関する
法律」が改正され、題名が「脱炭素社会の実
現に資する等のための建築物等における木材
の利用の促進に関する法律」（通称「都市（ま
ち）の木造化推進法」）に変更されるとともに、
木材利用を力強く後押しする以下の内容が新
たに盛り込まれました。

（１）木材利用促進の対象の拡大
木材利用を促進する対象が、公共建築物だ

けでなく建築物一般に拡大されました。図４
は、住宅と非住宅の建築物別に木造と非木造

讃岐の山々と瀬戸
内海が共存する全3
棟の一棟貸し宿泊
施設。各所に地域
産の木材が使用さ
れている。

ウッドデザイン賞2021農林水産大臣賞
URASHIMA VILLAGE（香川県三豊市）

木製の冷凍ご飯容
器（COBITSU）
ご飯を入れて冷凍し、
電子レンジで温め
ると、まるで炊き立
てのようにおいしく
冷凍ご飯がよみが
える、ヒノキの機
能性を生かした器。

ウッドデザイン賞2021
ライフスタイルデザイン部門　林野庁長官賞

工期の分割や木材
供給スケジュール
に合わせた工程の
設定等の工夫により、
建築に用いた木材
の村産材率は97％
となっている。

令和3年木材利用優良施設コンクール 内閣総理大臣賞
あわくら会館（岡山県西粟倉村）

図４
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の別を図示したものですが、高層の住宅や非
住宅の建築物ではほとんど木造化が進んでお
らず、今後、木造化を進めていくべきターゲッ
トになると考えています。

（２）木材利用促進本部
本改正法により、新たに木材利用促進本部 

が設置されました。農林水産大臣が本部長、
総務省、文部科学省、経済産業省、国土交通
省及び環境省の各大臣が本部員となります。

これにより関係省庁が一丸となって木材利
用を促進していく体制が整いました。

（３） 「木材利用促進月間」・「木材利用促進の日」
10 月が「木材利用促進月間」、10 月８日が 

「木材利用促進の日」（注：漢字の十と八を重
ねると「木」となることに由来）と法律で定め
られました。これを受け、国、都道府県、市町
村、関係団体や民間企業等の幅広い主体が連
携して、国民運動として木材利用に向けた取
組を展開していくことが求められています。

木材利用促進本部の関係省としても、10 月
の月間を含めて、「木づかい運動」のより一層
の展開に努めていく考えです。また、10 月を中
心に、全国各地で地方公共団体、関係団体や
各企業の皆様方が、木材利用に関する様々なイ
ベントを開催予定と承知しており、連携して木
材利用促進月間を盛り上げたいと考えています。

（４）「建築物木材利用促進協定」制度
建築主となる事業者等が、建築物における

木材利用の構想を実現するために、国又は地
方公共団体と協定を締結することができる仕
組みが設けられました。

９月時点で、既に約 40 もの協定が締結され
ており、民間の事業主等の皆様方の木材利用
に対する意識が向上してきている状況をうかが
い知ることができます。

近年、図５に示すように、中高層建築物に
おける木材利用を進める先進的な取組も数多
くみられるようになってきました。

6．　おわりに

中高層建築物における木材利用をはじめと
して、様々な場面で木材需要が確保されるこ
とを通じ、林業や木材産業に携わる方々の計

画的な投資を容易にするとともに、森林資源
の循環利用を通じたカーボンニュートラル等
に更に貢献していくことが期待されます。

木材利用拡大の機運を醸成し、国民運動と
して展開していくため、関係団体、地方公共
団体や事業者の皆様にもご参画いただき、皆
様と連携して「木づか
い運動」を進めていき
たいと考えています。

10 月の木材利用促進
月間も含め、「ウッド・
チェンジ」を合言葉に、
是非一緒に取り組んで
いきましょう。

ウッド・チェンジロゴマークも是非ご活用
いただければ幸いです。木づかいが、森をは
ぐくみ、暮らしを変えていくことを目指して取
り組んでいきたいと思います。

ウッド・チェンジロゴマーク

木材利用促進
月間イベント情報

木材利用促進本部

【ご参考】

令和３年度木材利用優良施設コンクール　
農林水産大臣賞
高惣木工ビル（仙台市）
全国どこでも製造 / 供給できる一般的な製材品を活用した耐火
部材を開発・使用し、７階建て木造ビルを実現。

ウッドデザイン賞2021
ハートフルデザイン部門　林野庁長官賞
ザロイヤルパークキャンバス札幌大通公園（ 札 幌 市 ）
床材にトドマツ、外装のルーバーにタモなど北海道産材を積
極的に活用。また、上層３階を木造にすることで建築物とし
ての重量を押さえている。

図５




